
　この明細書は、地方税法第34条第１項第２号、第３１４条の２第１項第２号（医療費控除）の適用を受ける場合に使用します。 
この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご留意ください。




